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消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しにっいて

急速な少子高齢化や社会経済状況が大きく変化する中、社会保障費が年々増加し、

国及び地方の予算の大きな部分を占めるようになってきており、一方でそれを支え

る現役世代が減っていくことが懸念されている。このような状況の中、社会保障の

持続性と安心の確保及ぴ財政の健全化は重要な課題となっており、その財源確保の

方策として、消費税率が平成31年10月1日に8%から 10%へ引き上げられること

となった。

長崎市においては、消費税率の引上げに伴う円滑かつ適正な転嫁を実施するため、

次により使用料及び手数料の見直しを行おうとするもの。

(1)消費税転嫁対象

非課税、不課税を除く公共施設等の使用料及ぴ各種手数料が対象。

75条例が改正対象。

(2)消費税転嫁の方針

ア外税表記のものについて

課税対象となる使用料等の額に乗ずる数値を「100分の 108」から「100分

の110」とし、消費税引き上げ分を転嫁ずる。

1円単位

イ内税表記のものについて

(ア)消費税5%の時点の単価に 105分の110を乗じた額とし、円未満の端数に
ついては切り捨てる。

※平成26年4月1日に 5%→8%へ転嫁した際、端数を切り捨てている

ことから、より正しい転嫁を行うため、 8%→10%ではなく、 5%→10%

への転嫁分を再度計算する。

(イ)施設入館料等及び機械機器により徴収する使用料については、10円単位

の転嫁とし、10円未満の端数は切り捨てる。

※施設入館料等には、プール、浴場、海水浴場、キャンプ場、駐車場等の
入場料を含む。

(3)種別による転嫁単位の例

種別

入館・入場料

駐車場

1円単位ロッカー等

転嫁単位

10円単位

10円単位

10円単位

種別

宿泊料

会議室等

スボーツ施設

転嫁単位

1円単位

1円単位

1円単位

種別

附属設備

模写手数料

各種手数料

転嫁単位

1円単位



2 長崎市都市公園条例等の一部を改正する条例の概要

(1)改正理由

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法のー

部を改正する等の法律」により消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引

上げ分を転嫁するため都市公園の使用料等を改正しようとするもの。

(2)改正する条例

①長崎市都市公園条例

②長崎市道路占用料条例

③長崎市駐車場条例

④長崎市さくらの里条例

⑤長崎市二輪車等駐車場条例

⑥長崎市準用河川占用料徴収条例

⑦.長崎市都市下水路条例

⑧長崎市公園条例

(3)改正内容

ア外税表記のものについて

長崎市都市公園条例

長崎市道路占用料条例

条例名

長崎市準用河川占用料徴収条例

長崎市都市下水路条例

イ内税表記のものについて

長崎市都市公園条例

課税対象となる使用料等の額に乗ずる数値を

Π00分の 108」から「100分の 110」に改正する。

※土地の貸付に係る使用料等については非課税

とされているが、貸付期間が1月に満たない場合

には課税される。(消費税法施行令第8条)

長崎市駐車場条例

条例名

長崎市さくらの里条例

長崎市二輪車等駐車場条例

長崎市公園条例

2

改正内容

消費税 5%の時点の単価に 105分の 110 を乗じ

て、転嫁単位未満の端数を切り捨てた額に改正す

る。

改正内容
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(4)転嫁による影響額

ア長崎市都市公園条例

公園名

平和公園

施設名

庭球場

ラグE-・サッカー場

平成30年度

件数

(見込み)

稲佐山公園

その他施設

・十

野外ステージ

平成30年度

収入見込額

A

8,350

その他施設

長崎東公園

・十

, 324

庭球場

1 0,1 38

464

15,596

コミュニティプール

転嫁による

収入見込額

(通年) B

長崎市総合

運動公園

その他施設

フ,289

計

12

4,908

(単位:件、千円)

27,793

その他公園

庭球場

91

1 5.

1 03

フ,449

合計

その他施設

転嫁による

影響額

B-A

24. 028

フ,424

885 '

999

3,627

イ長崎市駐車場条例

6,291

4,999

37,768

4,626

28,308

J

4,409

8,292

8,007

289

,

フ,910

01 8

3,694

12,8 1 9

16,202

1 35

25, 235

4,712

桜町駐車場

施設名

フ,489

91

21

4,49 1

市民会館地下駐車場

71

5 1 5

松が枝町駐車場

8,

, 843

5' 350

1 3,

700

松が枝町第2駐車場

27,193

19

1 55

25,804

平成30年度

台数

(見込み)

平和公園駐車場

67

1 58

3,833

22,248

茂里町地下駐車場

86

88,680

松山町駐車場

82

5,449

合計

175, 994

27,697

148

339

平成30年度

収入見込額

A

94,003

3,904

569

90,425

32,728

65,954

405

75,497

^

65,444

99

42,41 1

504

135,298

54,722

転嫁による

収入見込額

(通年) B

38,

621,885

71

.

46,223

745

(単位:台、千円)

1 07

53.756

65,660

24,254

54,910

転嫁による

影瓣額

B-A

67,736

350,242

38, 373

46,562

54,

24,254

3

1 05

67,922

21 6

351

1 88

266

786

33.9

349

1 86

0

544

計



ウ長崎市さくらの里条例

長崎市さくらの里

施設名

工長崎市二輪車等駐車場条例

平成30年度

件数

(見込み)

築町二輪車等駐車場

施設名

平成30年度

収入見込額

A

オ長崎市公園条例

285

平成30年度

台数

(見込み)

転嫁による

収入見込額

(通年) B

1 80

野母崎総合運動公園

30,435

公園名

(単位:件、千円)

その他公園

平成30年度

収入見込額

A

合計

(5)施行期日

平成3 1年1 0月1日

転嫁による

影郷額

B-A

1 83

平成30年度

件数

(見込み)

5,282

転嫁による

収入見込額

(通年) B

(単位:台、千円)

平成30年度

収入見込額

A

3

343

5,314

557

転嫁による

影響額

B-A

900

ι.

転嫁による

収入見込額

(通年) B

350

2,345

995

(単位:件、千円)

32

転嫁による

影響額

B-A

2,032

357

2,389

7

37

44

4



3 新旧対照表

(1)長崎市都市公園条例

(省略)

別表第2 (第10条関係)

1 公園施設を設置」又は管理する場合の使用料

公園施設を設置する場合

01

現行

区分

公園施設を管理する場合

2 都市公園を占用する場合の使用料
(省略)

備考
(省略)

4 占用期間が1月未満の使用料は、この表により算定した額に100分の 108を乗
じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り捨てる6

使用する土地の価格に100分の2を
乗じて得た額

金額(1年につき)

使用する建物の価格に100分の6を

乗じて得た額に使用する土地の価

格に100分の2を乗じて得た額を加
算した額に、100分の108 を乗じて

得た額

(省略)

別表第2 (第10条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

公園施設を設置する場合

見直し案

区分

公園施設を管理する場合

2 都市公園を占用する場合の使用料
(省略)

備考

(省略)

4 占用期間が1月未満の使用料は、この表により算定した額に100分の110を乗
じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り捨てる。

使用する土地の価格に100分の2を
乗じて得た額

金額(1年につき)

使用する建物の価格に100分の6を
乗じて得た額に使用する土地の価

格に100分の2を乗じて得た額を加
算した額に、100分の 110 を乗じて
得た額



3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

業として行う写真撮影

行為の種類

行商その他これらに類するも,の

興行

広告物の掲出

集会、展示会、博覧会その他これ
らに類するもの

0つ

4 立山公園'平和公園、東望山公園、小江原台近隣公園、田中町公園、えがわ運動
公園、香焼総合公園及ぴ元宮公園の有料公園施設(長崎市平和会館及び三和少年交
流センターを除く。)を利用する場合の使用料

1日

単位

1月

1日

①

1平方メートルに

つき 1日

立山市民運動場、長崎市営ソフトボール場、東望山運動場、田中町ソフトボー
ル場、香焼総合公園運勳場及び元宮公園運動場

広告表示面積1
平方メートルに

つき 1日

金額

ア運動場又はソフトボール場

1平方メートルに

つき 1日

.

円

102

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

1,584

利用

時間

区分

257

揺

'F 底1」

6時

から

'F 目1」

8時

まで

3月31日から

10月31日まで

業として行う写真撮影

使用料

!■旦4

訂月1日から

翌年2月末日ま

で

午別

時8

か ヒ

午全

10時

まで

行為の種類

行商その他これらに類するもの

12

興行

349円

広告物の掲出

正午

まで

349円

集会、展示会、博覧会その他これ

らに類するもの

午後
2時

から

午後

4時

まで

349円

まで

4 立山公園、平和公園、東望山公園、小江原台近隣公園、田中町公園、えがわ運動
公園、香焼総合公園及び元宮公園の有料公園施設(長崎市平和会館及び三和少年交
流センターを除く。)を利用する場合の使用料

1日

午後

4時

から

午後

6時

まで

単位

349円

1月

午後
6

から

午後

9時
まで

1日

(1)

349円

1平方メートルに

つき 1日

立山市民運動場、長崎市営ソフトボール場、東望山運動場、田中町ソフトボー
ル場、香焼総合公園運動場及び元宮公園運動場

広告表示面積 1

平方メートルに

つき 1日

349円

ア運動場又はソフトボール場

金額

1平方メートルに

つき1日

524円

円

104

1 613

利用

時間

区分

261

午則

6時

か

午 HI
8

まで

3月31日から

10月31日まで

18

使用料

Ⅱ月1日から

翌年2月末日ま
で

午前

8時

から

午'全

10時

まで

ZF 剛」

10時

から

正午

まで

356円

正午

から

午後、

2時

まで

356円

午後

2時

から

午後

4時

まで

356円

午後

4時

から

午'
6

まで

,

356円

午後

6時

か

午、
9

まで

3騎円 356円 534 舸

3
＼

桧

午
ら
後
時

正
か
午
2

前
時
ら

午
拘
か
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、
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0

午
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塾

前
時
ら
前
時
、

午
8
か
午
円
ま

驥塾

用
間荊

塾塾

ア

↓

イ附属設備

区分

夜問照明設備

利用時間

②長崎市営庭球場

3月1日から 10月31

日まで

使用料

11月1日から翌年2

月末日まで

テニスコート

6時から

9時まで

午後7時から

午後9時まで

区分

一般

使用料

(1コーH=つき)

小学校の児童、中学校の
生徒又は高等学校の
徒

28鵠円

イ附属設備

附属設備

1.892円

区分

円

1 028

照明設備

区分

円

1,028

夜間照明設備

円

1,028

利用時間

利用時間

使用料

(1 コーHこつき)

円

1,028

②長崎市営庭球場

3月1日から 10月31

日まで

使用料

円

1,028

午後6時から

午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

円

1,542

1時問

区分

午後7時から

午後9時まで

一般

使用料

(1コーHこつき)

小学校の児童、中学校の

徒又は高等学校の生

2,891円

410円

イ附属設備

1.927円

区分

円

1.047

照明設備

円

1 047

523

円

1,047

523

まで

利用時間

使用料

(1 コーH二つき)

円

1,047

523

まで

円

1,叫7

523

円

1,571

523

1,時間

785

410円

アテニスコー
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(3)

ア

元宮公園庭球場

テニスコー

区分

一般

使用料

(1コーHこつき)

学校の児童、中学校の

徒又は高等学校の生

附属設備

まで

411

:

区分、

まで

円

411

205

夜間照明設備

円

411

2帖

利用時間

円

411

205

まで

使用料

(1 J-Hこつき)

3月1日から 10月31

日まで

円

411

元宮公園庭球場

テニスコート

205

午後6時から

午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

円

617

205 308

区分

午後7時から

午後9時まで

一般

使用料

(1コーHこつき)

1,234円

イ附属設備

822円

円

419

区分

まで

円

419

夜間照明設備

円

419

まで

利用時間

円

419

まで

使用料

a コーHこつき)

3月1日から・10月31

日まで

午後6時から

午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

円

628

午後7時から

午後9時まで

1,257円

838円
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午
4
 
か
午
7
 
ま

後
時
ら
後
時
で

午
4
 
か
午
6
 
ま

後
時
ら
後
時

午
2
 
か
午
5

後
時
ら
後
時

午
2
 
か
午
4

午
ら
後
時
.

正
・
か
午
 
2
 
ま

円
塑

前
時
ら
午
、

午
扣
か
正
ま

前
時
ら
前
時

午
8
 
か
午
伯

用
間

利
時

円
塑

円
塑

円
1

円
塑

塑

後
時
ら
後
時
で

午
4
 
か
午
7
 
ま

円
1

塑

後
時
ら
後
時

午
4
 
か
午
6

力
月

日
 
2
 
で

1
 
年
ま

月
翌
日

扣
ら
末

塑

後
時
ら
後
時

午
2
 
か
午
5

で

後
時
ら
後
時
で

午
2
 
か
午
4
 
ま

午
ら
後
時
、

正
か
午
2
ま

円
1

前
時
ら
午
で

午
円
か
正
ま

前
時
ら
前
時
で

午
8
か
午
W
ま

で

円
1

円
"

円
空

円
塑

円
1

円
空

坐

円
墜

坐迎

で

の
中
生
高
の

父
、
の
は
校

学
童
校
又
学
徒

小
児
学
徒
等
生 で

Φ

④小江原台近隣公園庭球場

区分

利用

時問

一般

使用料

(1 コート

につき)

3月1日から

4月30日

で及び9月1

日から 9

30日まで

5月1 白から

8月31日ま

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

3月1日から

4 30日ま

で及び9月1

日から 9月

0日まで

円

411

まで

円

411

(4)小江原台近隣公園庭球場

5月1日から

8月31日ま

まで

0月1日か

ら翌年2月

末日まで

円

411

区分

一般

使用料

(1 コート

につき)

3月1日から

4月30日ま

で及び9月1

日から 9月

30日まで

まで

5月1日から

8月31日ま

円

419

円

419

小学校の

児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

まで

月1日から

4月3

で及び9月1

日から 9

30 臼まで

円

419

まで

円

419

円

419

5月1日から

8月31日ま

0月1日か

ら翌年'2月

末日まで



後
時
ら
後
時

午
4
 
か
午
 
7

後
時
ら
後
時
、

午
 
4
 
か
午
 
6
 
ま

後
時
ら
後
時
、

午
2
か
午
5
ま

後
時
ら
後
時

午
 
2
 
か
午
4

午
ら
後
時

正
か
午
2

円
塑

前
時
ら
午
で

午
W
か
正
ま

ら
一
別
時
、

か
午
伯
ま

円
塑

円
塑

コ

円
1

後
時
ら
後
時
、

午
4
か
午
1
ま

塑

後
時
ら
後
時
0

午
4
か
午
6
ま

聖

円
墜

f

で

後
時
ら
後
時
、

午
2
 
か
午
5
 
ま

.

後
時
ら
後
時
、

午
2
か
午
4
ま

円
Ⅱ

午
ら
後
時
、

正
か
午
2
ま

円
1

前
時
ら
午
、

午
円
か
正
ま

児
中
の
又
等
の

、
校
徒
高
校
徒

の
童
学
生
は
学
生

で

円
1

円
坐

円
塑

円
空

塑空

円
墾

1
月

月
 
8
 
で

5
 
ら
ま

塑校
児
中
の
又
等
の

、
校
徒
高
校
徒

学

の
童
学
生
は
学
生

言

⑤えがわ運動公園庭球場

利用

時問

区分

一般

使用料(1コー

トにつき)

午
^

時8

か b

午詞1」

10時

まで

3月1日か

ら 4月30日

まで及び

1日から

月30日ま
゛

円

411

日か

31日

円

411

0月1日力

ら翌年2月

末日まで

円

411

3月1日か

ら 4月30日

まで及ぴ

1日か

月30日

円

411

⑤えがわ運動公園庭球場

5月1日か

ら8月31日

まで

10.月1日か

ら翌年2月

末日まで

利用

時間

区分

一般

使用料a

Nこつき)

'F HI」

8時

3月1日'か

ら 4月30日

まで及び 9

月1日から

9月30日ま

円

419

5月1日か

ら8月31日

まで

まで

円

419

小学校

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

円

419

まで

3月1日か

ら 4月30日

まで及ぴ 9

1日から

月30日ま

円

,419

209

5月1日か

ら 8月31日

まで

円

419

まで

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

円

209



.

後
時
ら
後
時
、

午
6
か
午
7
ま

後
時
ら
後
時
、

午
4
 
か
午
6
 
ま

後
時
ら
後
時
、

午
2
か
午
5
ま

後
時
ら
後
時
0

午
2
か
午
4
ま

午
ら
後
時
、

正
か
午
2
ま

円
塑

前
時
ら
午
、

午
川
か
正
ま

円
塑

円
聖

"
塑

円
塑

塑塑

後
時
ら
後
時
、

午
6
か
午
7
ま

後
時
ら
後
時
、

午
4
か
午
6
ま

後
時
ら
後
時
、

午
2
 
か
午
5
 
ま

校
児
中
の
又
等
の

学

、
校
徒
高
校
徒

の
童
学
生
は
学
生

後
時
ら
後
時
 
0

午
2
か
午
4
ま

午
ら
後
時
、

正
か
午
2
ま

"
皿

前
時
ら
午
、

午
扣
か
正
ま

円
空

前
時
ら
前
時
、

午
8
か
午
扣
ま

Π
塑

用
聞

利
時

円
墜

墜空校
児
中
の
又
等
の

畔

、
校
徒
高
枝
徒

の
童
学
生
は
学
生

二

⑥香焼総合公園庭球場

区分

一般

使用料(1 コー

トにつき)

3月1

ら 9月

まで

日か

30日

0月1日か

ら翌年2月

末日まで

円

411

3月1日か

ら 9月30日

まで

円

411

円

411

0月1日力

ら翌年2月

末日まで

205

円

411

⑥香焼総合公園庭球場

円

411

円

6

円

2帖

利用

時問

区分

一般

使用料(1 コー

トにつき)

午前

8時

ら
^

月1」

時10

まで

3月1日か

ら 9月30日

まで

10月1日か

ら翌年2 目

末日まで

円

419

月1日か

ら9月30日

まで

円

419

円

419

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

209

円

419

円

419

円

209



時
5

8
制
四

円
0

塑

"
廸

塑

塑

円
処

翅

塑

墜

翅

里

嵯

述

迅

時
5

8
中
司

円
8

小
童
の
高
生

空

.

円
堕

午
(
時
午

塑

塑

用
問

利
時

皿

円
鯉

塑

塑

円
空

荏

処

用
間

利
時

旦

馴
一

皿

述

四

'

午
(
時
午

誌

児
校
は
の

の
学
又
校

校
中
徒
学

学
、
生
等
徒

小
童
の
高
生

用
間

利
時

の
生

8
 
午
で

(フ)長崎市営弓道場

区分 使用料

1時問

団体

(10 人以

上)

1」

午前 8

から正

まで)

個人

団体

(10 人以

上)

午後

(正午か

ら午後 5

時まで)

⑧長崎市営陸上競技場

個人

1日

午後

から

時ま

区分

(刀長崎市営弓道場

一般

使用料

小学枝の児童、中学校

徒又は高等学校の

1時間

利用

時間

区分

Ⅱ

午前 8

から正

まで)

使用料

一般

1時間

午後

(正午か

ら午後 5

時まで)

円

637

団体

(10 人以

上)

308

午リ

(午前 8

時から正

まで)

学校の児

、中学校

生徒又は

等学校の

徒

円

1 902

日

午後 8時

から 5

時まで)

個人

946

団体

(10 人以

上)

午後

(正午か

ら午後 5

時まで)

円

209

⑧長崎市営陸上競技場

個人

52

日

午後

から

時ま

104

区分

一般

使用料

小学校の児童、中学校の
徒又は高等学校の生

徒

1時間 'F月1」

(午前 8

時から正

午まで)

午後

(正午か

ら午後 5

時まで)

円

649

ー"又

314

円

1,938

日

午後
から

時ま

963 1 330

時

後5

円

2 619



(9)長崎市営ラグビー・サッカー場

ア ラグビー・サッカー場

利用

時間

区分
使用料

入場料

等を徴

収しな

い場合

午 前

時8

か b

午前

10時

まで

一般

小学校の児童、

中学校の生徒

又は高等学校

の生徒

イ

正午

まで

附属設備

円

3,085

上,盤

円

旦四堕

まで

区分

1,542

円

3,085

まで

1 542

円

生旦堕

夜間照明

設備

(9)長崎市営ラグビー・サッカー場

まで

1 542

3月1日から

10月31日ま

で

円

旦旦堕

利用時間

ア ラグピー・サッカー場

1 542

円

生竺2旦

使用料

11月1日か

ら翌年2月

末日まで

全基使用の場

2 314

午後6時から

午後9時まで

4基使用の場合

利用

時間

区分

全基使用の場

使用料

4基使用の場合

入場料

等を徴

収しな

い場合

午後7時から

午後9時まで

一般

小学校の児童、

中学校の生徒

又は高等学校

の生徒

円

16 662

イ附属設備

まで

正午

まで

円

3 142

円

1 1,108

旦■迅

1 571

旦■墨

円

3 142

区分

!■Z!

円

旦a丑2

!■Z!

円

旦」豊

夜間照明

設備

まで

午後

9時
まで

上,1!

円

気」μ

3月1日から

10月31日ま

で

利用時間

1』a

円

4,714

使用料

11月1日か

ら翌年2月

末日まで

全基使用の場

盆β旦

午後6時から

午後9時まで

4基使用の場合

全基使用の場

4基使用の場合

午後7時から

午後9時まで

円

16 971

円

11 314

8 485

5,657

1

後
時
ら

午
 
6
 
か

後
時
ら
後
時

午
4
か
午
6

後
時
ら
後
時
、

午
2
か
午
4
ま

午
ら
後
時
.

正
か
午
2
ま

前
時
ら

午
W
か

前
時
ら
前
時

午
8
 
か
午
扣

後
時
ら
後
時
で

午
6
か
午
9
ま

後
時
ら
後
時

午
 
4
 
か
午
6

後
時
ら
後
時

午
 
2
 
か
午
4

午
ら
後
時

正
か
午
2

合

前
時
ら

午
伯
か

合

合

合

-
W



別表第3 (第 10条関係)

三和少年交流センターの使用料

区分

大研修室

小研修室

和室

別表第4 (第26条関係)

午前9時から午後10時

まで(1時間につき)

1 稲佐山公園展望台の多目的ホールの利用に係る基準額

区分

平日

土曜日、日曜日又は休日

利用時間

午後10時から翌日の午

前9時まで

円

864

648

午前9時から午後4時

まで

318

別表第3 (第10条関係)

円

5,400

三和少年交流センターの使用料

円

8,897

午後5時から午後10時
まで

区分

10,676

大研修室

小研修室

和室

別表第4 (第26条関係)

円

9 534

午前9時から午後W時
まで(1時問につき)

1 稲佐山公園展望台の多目的ホールの利用に係る基準額

区分

平日

土曜日、日曜日又は休日

利用時間

午後10時から翌日の午

前9時まで

円

880

660

午前9時から午後4時

まで

324

円

5,500

円

9 061

午後5時から午後10時

まで

四■墜

円

9 711

11 64973411一
.



.

6

1

日
は

鳳
又

曜
日
日

土
曜
休

5

分区

ス
ジ

外
一

野
テ

の
料
が
円

高
場

最
入
等

料
徴
る

場
を
す
合

入
等
収
場

9
上

2
以

午
か
後
で

時
ら
時

、

9
 
力
 
4

前
分
後
で

午
即
午
ま

額準

日平

1

1

6

5

96

日
は

、
又

日曜
日
日

土
曜
休

の
料
が
円

高
場
.
脚
満

最
入
等
2
未

分区

ス
ジ

外
一

野
テ

日
は

巳
又

曜
日
日

士
曜
休

の
料
が
円

高
場
脚
上

最
入
等
2
 
以

料
徴
る

場
を
ず
合

入
等
収
場

引

2 稲佐山公園野外ステージの利用に係る基

入場料等を徴収し

ない場合

利用時問

平日

土曜日、日

曜日又は

休日

リノ、^

サル室

後5時

ら午

9 ま

平日

円

9 534

12 178

平日

午前9時

30分か

ら午後 9

時まで

土曜日、日曜日又は休日

円

12,71

平日

2 稲佐山公園野外ステージの利用に係る基準額

円

20 129

25 950

1時間につき 370円

1時間につき 524円

入場料等を徴収し

ない場合

利用時間 午前 9

30分から

午後 4

まで

平日

最高の

入場料

が

2四堕_円
未満

午後5時

から午

後9時ま

で

リノ、^

サル室

平日

円

9 711

土曜日、日

曜日又は

休日

12 403

午前9時

30分か

ら午後 9

時まで

土曜日、日曜日又は休日

円

12 9紹

平日

16 720

土曜日、日

曜日又は

休日

円

20 501

26,431

99 272

1時間につき 3刀円

1時間につき 534円

133 801 211 493



後
時
ら
後
時
で

午
2
か
午
4
ま

午
ら
後
時
、

正
か
午
2
 
ま

6
運

(
公
場

用
間

利
時
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午
ら
後
時
.

正
か
午
2
ま

前
時
ら
午
、

午
扣
か
正
ま

6
運

佛
公
場

用
間

利
時

-
m

剛
時
ら
前

別表第5
1 長崎

(1)運

条関係)
動場の利用に係る基準額

区分

3月1日から10月31

日まで

金額

^

6 '時
^

、 、コ

前

時

まで

11月1日から翌年2

月末日まで

②附属設備

午 HI

8時

から
^

目1」

10時

まで

349円

午後7時から

午後9時まで

区分

349円

2時
^

か ヒ

後午

4時

まで

349円

夜間照明設備

午

4時
^

から

午後

6時

まで

利用時間

2,891円

349円

別表第5

1 長崎東

①運動

349円

6時

、b

後

時

まで

金額

3月1日から 10月31

日まで

午後6時から

午後9時まで

1,927円

349円

11月1日から翌年2

月末日まで

関係)
動場の利用に係る基準額

524円

午後7時から

午後9時まで

区分

3月1日から 10月31

日まで

金額

11月1日から翌年2

月末日まで

2,838円

6時

から

午月1」

8時

まで

②附属設備

8

1,892円

0

まで

Ⅱ

10時

から

正午

まで

356円

区分

356円 356円

夜間照明設備

利用時間

後

4_時

か

午'
6

まで

356円 356円

6時

から

午後

時

まで

金額

3月1日から 10月31

日まで

午後6時から

午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

3561可 534円



2 長崎東公園コミュニティ体育館の利用に係る基準額

(1)競技場

ア専用の利用に係る基準額

区分

体育に利用

する場合

利用時間

平日

午前.9時から

正午まで

体育以外に

利用する場

土曜日、日

曜日又は

休田

合

平日

午後 1時から

午後5時まで

円

3 024

土曜日、"日

曜日叉は

休日

4 669

6 860

午後6時から午

後9時まで

円

4 6印

旦9旦2

6 181

2 長崎東公園ニミュニティ体育館の利用に係る基準額

(1)輔技場

ア専用の利用に係る基準額

!2■及

円

旦旦Ω旦

14 873

Z』望

14』1旦

区分

18,308

体育に利用

する場合

利用時間

平日

午前9時から

正午まで

体育以外に

利用する場

土曜日、日

曜日又は

休日

合

平日

午後1時から

午後5時まで

円

3 080

土曜日、日

曜日又は

休日

4LZ§6

旦旦望

午後6時から

午後9時まで

円

4,756

旦■旦6

8,150

12,812

円

6.421

15 148

7 836

15 148

18 647

マ



円
乃
一

円
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一

時
午
ま
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時
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午
か
後
で

円
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円
1
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ら
ま

円
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前
か
午

午
時
正
で

円
里
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時
午
ま
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ら
時

後
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9

午
か
後
で

円
1

時
午
ま

5
 
、
時

後
 
7

午
か
後
で

円
π
一

ス
ト

.

円
π
一

魯

円
旦

W
 
ら
ま

前
か
午

午
時
正
で

般

般

岳

般

イ錬習の利用に係る基準額

区分

利用時間

卓球

(1 台に

つき)

小学校の児

童又は中学

校の生徒

高等学校の

生徒

午後1時

から午

後3時ま

で

ントン

a面に

つき)

一般

小学校の児

童又は中学

校の生徒

104

午後3時

から午

後5時ま

で

高等学校の
生徒

ノ丈レ

ボール

(1面に

つき)

154

308

104

小学校の児

童又は中学

校の生徒

123

154

高等学校の

生徒

ノくス

ケツト

ボーJレ

(1 面に

つき)

308

246

123

一般

154

504

小学校の児

童又は中学

校の生徒

308

308

イ練習の利用に係る基準額

246

123

185

高等学校の

生徒

504

627

その他

(1 人に

つき)

308

370

1 2聞

一般

246

区分

133

小学校の児

童又は中学

校の生徒

1舗

308

504

627

利用時間

308

370

1 2飾

卓球

a 口に

つき)

27フ

高等学校の

生徒

133

627

308

小学校の児
,、M

又は

校の生徒

一般

565

1 2鉐

627

370

1 265

2刀

41

627

高等学校の

生徒

308

ノ丈ドミ

ントン

(1面に

つき)

5筋

1 2聞

750

寵

370

一般

92

1,馴2

小学校の児

童又は中学

校の生徒

4.1

627

185

370

1 2飾

750

午後3時

から午
後5時ま

で

高等学校の

生徒

92

1,512

ノ丈レ

ボール

a面に

つき)

157

41

750

185

370

一般

1,512

314

午後5時

から午

後7時ま

で

小学枝の児

童又は中学

校の生徒

209

ノ丈ドミ

125

92

1

157

51

750

185

高等学枝の

生徒

ノ丈

ケッ

ボール

(1 面に

つき)
1,512

314

251

午後7時

から午

後9時ま

で

102

125

一般

157

209

51

513

小学校の児

童又は中学

校の生徒

205

314

314

251

102

125

188

高等学校の

生徒

馴3

639

205

その他

(1人に

つき)

314

3刀

1,2朋

251

136

小学校の児

童又は中学

校の生徒

188

314

513

639

314

3刀

1,2記

2貌

高等学枝の

生徒

136

639

314

576

1,2訟

639

3刀

1,2部

282

41

639

314

576

1,2認

764

37フ

94

1 540

41

639

188

3刀

1 2認

764

94

1,540

41

764

188

3刀

1,540

94

52

764

188

1,540
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か
後
で

円
騎

時
午
ま
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ら
時
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5

午
か
後
で
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円
邪

"
塑

3

扣
ら
ま

前
か
午

午
時
正
で

"
旦

円
釦

翫
一

3

円
約3

円
43

扣
ら
ま

前
か
午

午
時
正
で

円
63

"

益

(2) トレーニンク

区分

当日券

(1 人に

つき)

利用時間

高等学校の
生徒

会員券

(1 人 1

月につ

き)

一般

午後1時

から午

後3時ま

で

高等学校の

生徒

③浴室

円

185

一般

午後3時

から午

後5時ま

で

349

円

185

当日券(1人につき)

午後5時

から午

後7時ま

で

349

円

185

回数券(11 枚綴り)

午後7時

から午

後9時ま

で

区分

349

1 193円

大人

(2)

小人

トレーニング室

大人

区分

小人

当日券

(1 人に

つき)

利用時間

2'19旦_円

使用料

高等学校の

生徒

会員券

(1 人 1

月につ

き)

一般

午後1時

から午

後3時ま

で

高等学校の

生徒

③浴室

円

188

100

一般

3,600

356

1,000

当日券(1人につき)

後5時

午

7時ま

回数券(11 枚綴り)

3,600

午後7時

から午

後9時ま

で

区分

356

1 215円

1,000

大人

小人

大人

小人

2姓4旦円

使用料

100
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午
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ま

後
時
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午
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ま
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時
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時

午
 
2
 
か
午
4

午
ら
後
時

正
か
午
2

後
後

午
午

前
時
ら
午
、

午
伯
か
正
ま

の
生

校
の

谷

後
時
ら
後
時
、

午
6
か
午
9
ま

後
時
ら
後
時
、

午
4
か
午
6
ま

小
生
徒

.

後
時
ら
後
時
で

午
2
か
午
4
ま

午
ら
後
時

正
か
午
2

前
時
ら
午
で

午
扣
か
正
ま

前
時
ら
前
時
、

午
8
か
午
円
ま

ら
で

力
ま

時
時

7
9

後
後

午
午

用
間

利
時

3 長崎東公園庭球場の利用に係る基準額
(1)テニスコート

区分

一般

金額

(1コーHこつき)

小学校の児童、中学校の
徒又は高等学校の生

徒

②附属設備

円

411

205

区分

まで

円

411

205

円

411

夜間照明設備

利用時問

205

円

411

3 長崎東公園庭球場の利用に係る基準額
(1)テニスコート

205

円

411

金額

(1コートにつき)

3月1日から 10月31

日まで

205

11月1日から翌年2

月末日まで

円

617

6時から

9時まで

308

利用

時間

区分

一般

金額

(1 コーHこつき)

午前

8時

↓コ
岬ヨ'.

月1」

時0

まで

1,234円

②附属設備

学校の児童、中学

徒又は高等学校

822円

円

419

209

区分

まで

円

419

209

円

419

夜間照明設備

まで

利用時間

209

円

419

209

円

419

金額

(1 ユーHこつき)

3月'1日から 10月31

日まで

209

午後6時から

午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

円

628

314

午後7時から

午後9時まで

1,257円

8舘円



4 長崎東公園コミュニティプールの利用に係る基準額

①個人の利用に係る基準額

ア当日券

区分

一般

利用時間

高等学校の生徒

小学校の児童、中学校の

生徒又は幼児

イ前売券(U回分)

一般

2時間

区分

高等学校の生徒

小学校の児童、中学校の

生徒又は幼児

②省略

円

460

超過時間

a 時問につき)

300

③専用の利用に係る基準額

150

4 長崎東公園コミュニティプールの利用に係る基準額
(1),個人の利用に係る基準額

ア当日券

区分

金額

25メートル

プーJレ

円

150

利用時間

100

区分

50

平日

一般

午前

(午前9時か

ら正午まで)

利用時間

土曜日、日

曜日又は

休日

高等学校の生徒

円

4,600

小学校の児童、中学校の

生徒又は幼児

イ前売券(11回分)

3,000

午後

(午後1時

から午後5時

まで)

円

20 571

1.500

30 857

一般

2時問

区分

高等学枝の生徒

円

41,142

超過時間

(1時間につ

き)

小学校の児童、中学校の

生徒又は幼児

釘三リ

②省略

円

470

超過時間

(1時問につき)

円

6 171

(3)専用の利用に係る基準額

310

9,257

150

区分

金額

円

150

利用時間

25メートル

プーノし

100

50

平日

午前

(午前9時か

ら正午まで)

土曜日、日

曜日又は

休日

円

4 700

3 100

午後

(午後1時か

ら午後5時ま

で)
円

20 952

1,500

31 428

円

41 904

超過時間

(1時問につ

き)

62,857

円

6 285

旦●塑

曽
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午
円
か
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ま

ヨ時用禾

臆

別表第6 (第26条関係)
1 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の利用に係る基準額
(0 テニスコート

区分

一般

金額

(1 ユーNこつき)

小学校の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生

徒

午月」」

8時

ど

前

時0

まで

②附属設備

1 257円

円

1 028

区分

514

円

1 028

514

円

1,028

夜間照明設備

利用時間

514

円

1 028

別表第6 (第26条関係)
1 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の利用に係る基準額

(1)テニスコート

514

円

1 028

金額

a コーNこつき)

3 河 1日から 10月31

日まで

午後6時から

午後9時まで

Ⅱ月1日から翌年2

月末日まで

514

円

1 542

フ71

利用時間

区分

午後7時から

午後9時まで

一般

金額

a コーHこつき)

小学校の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生

徒

午則

8時

から

午"1
10

まで

1 234円

②附属設備

'F 目1」

10時

から

正午

まで

822円

円

1,047

区分

523

円

1,047

午後

4時
^

、 1コ

後

時

まで

523

円

1,047

夜間照明設備

利用時間

838円

523

円

1 047

523

円

1,047

金額

(1 コートにつき)

3月1日から 10月31

日まで

午後6時から
午後9時まで

11月1日から翌年2

月末日まで

523

円

1 571

7舗

午後7時から
午後9時まで
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で

で
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ら
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で
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カ
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ら
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月
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で
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が
翌
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末
ま

器
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0

9
1
か
9
即
ま

2 長崎市総合運動公園かきどまり野球場の利用に係る基準額

利用

時問

区分 金額

午前6

時か

ヒ

前8時

まで

^

午前

時か

ら

前

時ま

で

午後2

時、か

h

後4時

まで

午前

10時

から

正午

まで

円

3 291

午後 2

時 、

ら

後4時

まで

円

旦■旦!

円

3 352
ー^

午後2

時か

ら

後5時

まで

円

3,291

午後 4

時

ら

後6時

まで

円

旦■里

円

3 352
.^^

午後4

時か

ら

後7時

まで

2 長崎市総合運動公園かきどまり野球場の利用に係る基準額

午後2

時か

b

後5時

まで

円

旦■旦!

円

3 352
.^^.

区分 金額

午前6

か

ら午

前8時

まで

午前

時

↓コ

即

時

で

3月1

日力

ち4

月 30

ま日

で

ぴ

月

3,3523,352

から

正午

まで

円

3 352
ー^



'虚

円
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虚
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円
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4
釦
ま
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1
か
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ま

3
 
日
ら
月
日
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月
日
ら
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日
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小
学
校
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中
学
校
の
生
徒
又
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等
学
校
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生
徒
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月
日
ら
月
日
で

W
1
か
扣
引
ま

で
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'

玉

1

月
日
ら
年
月
日
で

Ⅱ
 
1
 
か
翌
2
 
末
ま

を
場

等
る

料
す

場
収

入
徴
合

円
4

"
聖

を
い

等
な

料
し

場
収
合

入
徴
場

、

ー
か
4
冊
ま
及
9
1
か
9
卸
ま

3
日
ら
月
日
で
び
月
日
ら
月
日
で

小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
の
生
徒
又
ぱ
高
等
学
校
の
生
徒

を
場

等
る

料
す

場
収

入
徴
合

ア
マ
チ
ユ
ア
ス
ボ
ー
ツ
以
外

に
利
用
す
る
場
合

ー
、
 
8
 
1

5
 
日
ら
月
日

月
日
ら
月
日
で

扣
1
か
伯
別
ま

で

月
日
ら
年
月
日
で

訓
 
1
 
か
翌
2
 
末
ま

を
場

等
る

料
す

場
収

入
徴
合

マ
な

ア
し

を
い

等
な

料
し

場
収
合

入
徴
場

ゞ

を
場

等
る

料
す

場
収

入
徴
合

ア
マ
チ
ユ
ア
ス
ボ
ー
ツ
以
外

に
利
用
す
る
場
合

入場料等を徴収しない場合の使用料の2倍に相当する

額

チュアスボーツに利用する場合で入場料等を徴収
い場合の使用料の2倍に相当する額

アマチュアスポーツに利用する場合で入場料等を徴収

しない場合の使用料の8倍に相当する額

5月1

か

8

入場料等を徴収しない場合の使用料の2倍に相当する

額

アマチュアスポーツに利用す

しない場合の使用料の2倍に

アマチュアスボーツに利用する場合で入場料等を徴収

しない場合の使用料の8倍に相当する額

合で入場料等を徴収

する額



3 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場の利用に係る基準額

(1)専用の利用に係る基準額

アマチユア

スポーツに

利用する場
^
口

区分

入場料等

を徴収し

ない場合

一般

アマチユア

スボーツ以

外に利用す

る場合

小学校の
児童、中

学校の生

徒又は高
等学校の

生徒

入場料等を徴収する

場合

ダ
②個人の利用に係る基準額

入場料等を徴収しな

い場合

1時問につき

入場料等を徴収する

場合

一般

小学校の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生
徒

入場料等を徴収しない場合の使用料

の2倍に相当する額

区分

アマチュアスボーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用
料の2倍に相当する額

3 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場の利用に係る基準額

(1)専用の利用に係る基準額

③附属設備

円

3 702

1 851

アマチュアスボーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の8倍に相当する額

区分

利用時間

アマチュア

スポーツに

利用する場

金額

(1時問に

つき)

照明設備

^
^

1回につき

区分

入場料等

を徴収し

ない場合

全灯 2分の 1灯

18 514円

一般

アマチユア

スポーツ以

外に利用す

る場合

小学校の
児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

入場料等を徴収する

場合

5分の1灯

10,285円

円

246

入場料等を徴収しな

し、1易^

②個人の利用に係る基準額

1時聞につき

123

10分の 1 灯

入場料等を徴収する
場合

5 142円

一般

小学校の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生

徒

入場料等を徴収しない場合の使用料

の2倍に相当する額

区分

アマチニアスポーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の2倍に相当する額

円

3 771

(3)附属設備

2,057円

1,885

アマチュアスボーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の8倍に相当する額

区分

利用時間

金額

(1時問に

つき)

照明設備

1 回につき

全灯 2分の 1 灯

18 857円

5分の 1灯

10 476円

円

251

125

10分の 1 灯

5,238円 2 095円

貌



4 長崎市総合運動公園かきどまり補助競技場の利用に係る基準額

①専用の利用に係る基準額

アマチユア

スボーツに

利用する場
^
^

区分

入場料等

を徴収し

ない場合

ー"又

アマチユア

スポーツ以

外に利用す

る場合

小学校の

児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

入場料等を徴収する

場合

入場料等を徴収しな

し、1勗^

②個人の利用に係る基準額

1時間につき

入場料等を徴収する

場合

一般

小学枝の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生

徒

入場料等を徴収しない場合の使用料

の2倍に相当する額

区分

アマチュアスポーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の2倍に相当する額

4 長崎市総合運動公園かきどまり補助競技場の利用に係る基準額

5 長崎市総合運動公園かきどまり投てき練習場の利用に係る基準額

円

1,542

(1)専用の利用に係る基準額

アマチュアスポーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の8倍に相当する額

フ71

一般

アマチユア

スボーツに

利用する場

小学枝の児童、中学校の
生徒又は高等学校の生

徒

区分

^
^

区分

1回につき

入場料等

を徴収し

ない場合

一般

アマチユア

スポーツ以

外に利用す

る場合

小学枝の

児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

1時間につき

入場料等を徴収する

場合

円

123

入場料等を徴収しな

い場合

②個人の利用に係る基準額

1時間につき

61

入場料等を徴収する

場合

一般

小学枝の児童、中学校の

生徒又は高等学校の生

徒

入場料等を徴収しない場合の使用料

の2倍に相当する額

区分

円

514

アマチュアスポーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の2倍に相当する額

5 長崎市総合運動公園かきどまり投てき練習場の利用に係る基準額

円

1 571

257

ノ

アマチュアスボーツに利用する場合

で入場料等を徴収しない場合の使用

料の8倍に相当する額

7舗

一般

r/ー

小学校の児童、中学校の

生徒又は高等学枝の生
徒

区分

1回につき

1時間につき

円

125

能

円

523

261

冨



別表第7 (第26条関係)

長崎市平和会館の体育館兼集会所の利用に係る基準額

区分

体育に利用

する場合

利用時間

平日

午前9時から

正午まで

体育以外に

利用する場

士曜日、

日曜日又

は休日

平日

午後・1時から

午後5時まで

土曜日、

日曜日又

は休日

円

915

!d旦!

6 部0

午後6時から

午後 10時ま

で

円

1,254

8,002

1 481

12 579

別表第7 (第26条関係)

長崎市平和会館の体育館兼集会所の利用に係る基準額

円

1,481

U』塾

1 820

14,873

区分

1旦■旦旦

体育に利用

する場合

利用時間

平日

午前9時から

正午まで

体育以外に

利用する場

土曜日、

日曜日又

は休日

^
口

平日

午後1時から

午後5時まで

土曜日、

日曜日又

は.休日

円

932

IL!02

旦■辺

午後6時から

午後 10時ま

で

円

1 278

8 150

1 508

建追竺

円

1 508

15 148

!』墨

15 148

墾』翌

.

合

零



(2)長崎市道路占用料条例

(省略)

第3条

(省略)

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く
ものについての占用料の額は、前条及び前3項の規定により算定.した額に100分の108
を乗じて得た額とする。

(省略)

現行

(省略)

第3条

(省略)

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く
ものについての占用料の額は、前条及び前3項の規定により算定した額に100分の110
を乗じて得た額とする。

(省略)

見直し案

J

器



(3)長崎市駐車場条例

別表第1(第6条関係)

1 長崎市桜町駐車場駐車料金

種別

平日

白初

の

0/、

まで

昼間駐車料金

現行

その

車種

ノ

時間30分以

内の場合

0刀

まで

ごと

休日

日通自

動車

小型自

動車

土自動

車

"初

の

夜間駐

車料金

時間

0刀

を超

える

その

後

0分

まで

ごと

0刀

まで

140円

定期駐車料金

130円

全日

目^
口

140円

昼問(午前8時

から午後7時ま

で)又は夜問

(午後6時から

翌日の午前8時

まで)

別表第1 (第6条関係)

1 長崎市桜町駐車場駐車料金

130円 720円

種別

820円 1旦,四円

平日

■初

昼間駐車料金

見直し案

の

その

0分

まで

1旦迂四円

種

i

時間30分以

内の場合

_休日

0分

まで

ごと

日通自

車

小型自

動車

土自動

車

由初

の

0刀

まで

夜間駐

車料金

時闇

0分

を超

える

その

140円

0/、

まで

ごと

130円

定期駐車料金

全日

目^
^

140円

昼間(午前8時

から午後7時ま

で)又は夜間

(午後6時から

日の午前8時

まで)

130円 730円 830円 四●29円 U四四円

腿



2 長崎市民会館地下駐車場駐車料金

種別

車種

昼間駐車料金

一初の30

、まで

日通自動車

小型自動車

軽自動車

その後

0分ま

でごと

夜間駐

車料金

140円

3 長崎市松が枝町駐車場駐車料金

全日

車種

130円

定期駐車料金

種別

昼間(午前8時から午後7

時まで)又は夜間(午後6

時から翌日の午前8時ま

で)

820円

ノ{ス

N四旦旦円

=初の1時間まで

マイクロバス

昼間駐車料金

普通自動車

小型自動車

軽自動車

2 長崎市民会館地下駐車場駐車料金

その後30分まで

ごと

円

1 480

種別

四J四円

車種

740

昼間駐車料金

白初の30

分まで

290

夜間駐車料金

普通自勳車

小型自動車

土自動車

円

740

その後

0分ま

でごと

夜間駐

車料金

370

140

140円

3 長崎市松が枝町駐車場駐車料金

全日

車種

130円

円

1 020

定期駐車料金

種別

間(午前8時から午後7

時まで)又は夜問(午後6

時から翌日の午前8時ま

で)

830円

ノ、ス

1 020

最初の1時間まで

四●2Q円

820

マイクロバス

昼間駐車料金

田通自動車

小型自動車

軽自動車

その後30分まで

ごと

円

1 500

1生"Q円

750

300

夜間駐車料金

円

750

370

140

円

1,040

1,040

認0

ω
0



4 長崎市平和公園駐車場駐車料金

(1)地上部分

種別 (入出

1回につき)

車種

午前7時から午後8時までの1日当たりの

駐車料金

=初の1

時間まで

普通自動車

小型自動車

土自動車

1時間を

②地下部分

アバス及びマイクロバス

1時間30

分まで

1時間30

分を超え

時間ま

250円

車種

時間を

える場

種別

380円

後8時から翌日の

前7時までの駐車

斗金

で

ノ{ス

500円

マイクロバス

初の1時間まで

4 長崎市平和公園駐車場駐車料金

(1・)地上部分

昼間駐車料金

610円 1時間につき

0円

1時間を超える場

種別 (入出

円

1 480

1回につき)

種

午前7時から午後8時までの1日当たりの

駐車料金

740

=初の1時

問まで

夜間駐車料金

普通自動車

小型自勳車

土自動車

円

2 050

1時間を超

1 020

、

②地下部分

アバス及びマイクロバス

1時間30分

まで

1時間30分

を超え2時

間まで

260円

円

1 020

種

時間を超

える場合

後8時から翌日の

前7時までの駐車

".金

種別

380円

ノくス

1 020

510円

最初の1時間ま

マイクロバス

昼問駐車料金

620円

で

1時間につき

0円

1時間を超える場

円

1 500

750

夜間駐車料金

円

2 090

1,040

円

1 040

1 040

え

合

合

え

合

台



イ普通自動車、小型自動車及び軽自動車

種別

車種

1初の1

時間まで

日通自動車

小型自動車

軽自動車

昼問駐車料金

1時間を

超え

1時間30

づ}言ミマ了

1時間30

'を超え

時間ま

で

250円

5 長崎市茂里町地下駐車場駐車料金

車種

時間を

える場

380円

種別

普通自動車

小型自動車

土自動車

夜間駐車料金

500円

最初の30分まで

ノ

昼間駐車料金

610円

イ普通自動車、.小型自動車及び軽自動車

その後30分まで

ごと

130円

種別

車種

820円

一初の1時

間まで

夜間駐車料金

普通自動車

小型自動車

土自動車

120円

昼間駐車料金

1時間を超

1時問30分

まで

1時間30分

を超え2時

間まで

260円

5 長崎市茂里町地下駐車場駐車料金

車種

820円

時間を超

える場合

L

380円

種別

普通自動車

小型自動車

軽自動車

夜間駐車料金

510円

最初の30分まで

昼間駐車料金

620円

その後30分まで

ごと

130円

船0円

夜間駐車料金

120円 830円

え

合

誇



6 長崎市松山町駐車場駐車料金

(1)バス及びマイクロバス

庫

車種

種別(入出

につき)

前7時30分から午後10時までの1

日当たりの駐車料金

ノ丈ス

最初の1時間まで

マイクロバス

0分につき

②普通自動車、小型自動車及び軽自動車

1時間を超える場

0分につき 370

円

740

種別

後10時から翌日の午前

時30分までの駐車料金

入出庫1回ごとの駐車料金

前7時30分から午後

10時まで(1日当たり)

種

円

2 050

日通自動車

小型自動車

土自動車

白初の2時

間まで

0分につき 50円

6 長崎市松山町駐車場駐車料金

(1)バス及ぴマイクロバス

1 020

時間を超

える場合

0分につき

120円

後10時

から翌日

の午前7時

0分まで

種別(入出

庫

種

につき)

前7時30分から午後10時までの1

日当たりの駐車料金

定期駐車料金

ノ{ス

610円

最初の1時間まで

0分につ

き 40円

全日

マイクロバス

間(午前7時30

分から午後10時

まで)

匝●2Q円

0分につき

②普通自動車、小型自動車及び軽自動車

1時間を超える場

0分につき 370

円

750

種別

後10時から翌日の午前

時30分までの駐車料金

整逵四円

車種

入出庫1回ごとの駐車料金

前7時30分から午後

10時まで(1日当たり)

円

2 090

普通自動車

小型自動車

土自動車

■初の2時

間まで

0分につき 50円

1 040

時間を超

える場合

0分につき

120円

後10時

から翌日

の午前7時

0分まで

定期駐車料金

620円 0分につ

き 40円

全日 _間(午前7時30

分から午後10時

まで)

15 710円 整』四円

合合

器



7 長崎市松が枝町第2駐車場駐車料金

種別

車種

ノ、ス

=初の1時間

まで

昼間駐車料金

マイウロバス

普通自動車

小型自動車

土自動車

その後30分

まで

ごと

円

1 480

夜間駐車料

金

(以下省略)

740

円

740

290

定期駐車料金

370

円

1 020

140

1 020

7 長崎市松が枝町第2駐車場駐車料金

820

種別

車種

ノ、ス

一初の1時間

まで

四』四円

昼間駐車料金

マイクロバス

普通自動車

小型自動車

軽自動車

その後30分

まで

ごと

円

1,500

夜間駐車料

金

(以下省略)

750

円

750

300

定期駐車料金

370

円

1 040

140

1 040

830 11 000円

ゞ



(4)長崎市さくらの里条例

(省略)

別表(第9条関係)

(平4条例20・平8条伊Π7・平 14条伊125・平 25条例50・平27条例 11・一部改正)

1 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種類

現行

業として行う写真撮影

行商その他これに類するもの

興行

位

広告物の掲出

1日

1,613

集会、展示会その他これらに類する

もの

1月

(省略)

別表(第9条関係)

(平4条仰】20・平8条伊117・平14条例25・平25条例50・平 27条伊Π1・一部改正)

1 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

1日

備考省略

1平方メートルにつき 1日

額

ム告表示面積1平方メートルにつき

1日

行為の種類

1平方メートルにつき 1日、

円

見直し案

業として行う写真撮影

102

1 58

257

、

行商その他これに類するもの

18

1 584

興行

位

広告物の掲出

1日

柁 集会、展示会その他これらに類する

もの

1月

1日

備考省略

1平方メートルにつき1日

額

広告表示面積1平方メードルにつき

1日

121平方メートルにつき 1日

1 613

261

18

蹟

円
 
0



2 大芝生広場をスポーツ競技を行うために専用して利用する場合又は庭球場を利

用する場合の使用料

(1)大芝生広場

ア入場料等を徴収しない場合

利用時

間

区分

用料

則8時

から午

則 10時

まで

一般

^

即」 10

時から

正午ま

午か

ら午後2

時まで

月1日から

月30日ま

で及び9月1

日から 9月

0日まで

後2時

から午

後4時ま

で

後2時

から午

' 5時ま

2 大芝生広場をスポーツ競技を行うために専用して利用する場合又は庭球場を利

用する場合の使用料

①大芝生広場

ア入場料等を徴収しない場合

円

1,275

後4時

から午

' 6時ま

で

円

1,275

後4時

から午後

時まで

で

月1日から

月31.日ま

円 1,275円

1 275

で

で

1,275円

利用時

間

区分

用料

月1」 8時

、ら午

一般

^

則 10

則 10時

まで

時から

午,ま

午か

ら午後2

時まで

月1日から

後2時

から午

後4時ま

月30日ま

で及び9月1

日から 9月

0日まで

で

1 913円

後2時

から午

' 5時ま

円

1 299

後4時

から午

' 6時ま

円

1,2羽

で

後4時

から午後

時まで

で

月1日から

月31日ま

円 1 299円

1,2羽

^

で

1 299円

1 948円

器



10月1日か

ら翌年2月

末日まで

小学枝の

児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

、、

月1日から

月30 白ま

で及び9月1

日から 9月

0日まで

617 引7

1,913円

月1日から

月31日ま

617 617円

.'

で

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

617円

942円

省略

省略

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

小学校の

児童、中

学校の生

徒又は高

等学校の

生徒

月1日から

月30日ま

で及び9月1

日から 9月

0日まで

925円

925円

628 628

1 9朝円

月1日から

月31日ま

628 628円

で

10月1日か

ら翌年2月

末日まで

628円

942円

省略

省略

叟

イ
ウ

イ
ウ



②庭球場

ア入場料等を徴収しない場合

利用

時間

用料

(1 コートに

^

目1」

時から

8

つき)

区分

-10

時から

午ま"" 10

一般

正午か

ら午後2

時まで

時まで

月1日から 4

月30日まで及

ぴ9月1日から

月30日まで

後2

時から

後

時までで

後2

時から

後5

時まで

後

時から

後6

時まで

円

②庭球場

ア入場料等を徴収しない場合

月1日から 8

月31日まで

、後4時

から午後

7時まで

411

円

411

円

10月1日から翌

年2月末日まで

411円

411

利用

時間

用料

411円

(1 コートに

^

目1」

時から

8

つき)

区分

-10

時から

午ま
^

則 10

一般

正午か

ら午後2

時まで

時まで

月1日から

月30日まで及

び9月1日から

月30日まで

後2

時から

後

時までで

617円

617円

後2

時から

後5

時まで

後

時から

後6

時まで

円

月1日から 8

月31日まで

後4時

から午後

時まで

419

円

419

円

10月1日から翌

2月末日まで

419円

419

419円

628円

628円

器



小学校

の児

中童、

学校の

生徒又

は高等

学校の

生徒

月1日から 4

月30日まで及

び9月1日から

月30日まで

205

月1日から 8

月31日まで

205 205

10月1日から翌

年2月末日まで

205円

以下省略

205円 小学校

の児

童、中

学校の

生徒又

は高

学校の

生徒

月1日から

月30日まで及

ぴ9月1日から

月30日まで

308円

3船円

209

月1日から 8

月31日まで

209 209

10月1日から翌

2月末日まで

209円

以下省略

209円

.

゛

314円

314円

器



(5)長崎市二輪車等駐車場条例

別表第3 (第7条関係)

1 通常の駐車料金

入出庫1回につき

備考

1 この表は、次項の表の適用を受けない二輪車等の駐車に適用する。

2 入庫した日の翌日以降に出庫する場合の駐車料金の額は、この表に掲

げる駐車料金の額に入庫した日から起算して出庫した日までの日数を乗

じて得た額とする。

2 長崎市築町二輪車等駐車場の定期駐車券及び回数駐車券の料金

単位

現イ子

定期駐車券

金額

回数駐車券(11枚綴り)

区分

200円

別表第.3 (第7条関係)

1 通常の駐車料金

入出庫1回につき

金額

備考

1 この表は、次項の表の適用を受けない二輪車等の駐車に適用する。

2 入庫した日の翌日以降に出庫する場合の駐車料金の額は、この表に掲

げる駐車料金の額に入庫した日から起算して出庫した日までの日数を乗

じて得た額とする。

2 長崎市築町二輪車等駐車場の定期駐車券及ぴ回数駐車券の料金

単位

見直し案

円

月額 3 080

2,000

定期駐車券

金額

回数駐軍券(11枚綴り)

区分

200円

金額

円

月額 3 140

2,000

8



(6)長崎市準用河川占用料徴収条例

(省略)

第3条

(省略)

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く

ものについての占用料の額は、前条及び前各項の規定により算定した額に100分の
108を乗じて得た額とする。

(省略)

現行

(フ)長崎市都市下水路条例

(省略)

別表(第9条閲係)

(省略)

備考

(省略)

6 占用期間が1月未満のときの占用料の額は、この表により算定した額に100分の
108を乗じて得た額とする。

(省略)

(省略)

第3条

(省略)

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く

ものについての占用料の額は、前条及ぴ前各項の規定により算定した額に100分の
110を乗じて得た額とする。

(省略)

現行 見直し案

見直し案

(省略)

別表(第9条関係)

(省略)
備考

(省略)

6 占用期闊が1月未満のときの占用料の額は、この表により算定した額に100分の
110を乗じて得た額とする。

(省略)

.

分



(8)長崎市公園条例

別表第2 (第5条関係)

(平 17条例 111・平24条例23,平25 条例 57・平26条例 38・一部改正)

1 外海総合公園運動場、外海運動公園運動場、岳路運動公園運動場、琴海北部運

動公園運勳場、琴海中部運動公園運動場及び琴海南部運動公園運動場の使用料

(1)運動場
ゞ

現行

区分

、

利用時間

3月1日から 10月

1日まで

使用料時から

前8

時から

"月1日から翌年

2月末日まで

前

10時

から正

まで

備考省略

別表第2 (第5条関係)

(平 17条例 111・平 24条例 23・平 25条例 57・平26条例38,一部改正)

1 外海総合公園運動場、外海運動公園運動場、岳路運動公園運勳場、琴海北部運

動公園運動場、琴海中部運動公園運動場及び琴海南部運動公園運動場の使用料

(1)運動場

午か

ら午後

時ま

まで

-10

時まで

349円

後2

時から

後

時まで

349円

後

時から

後6

時まで

、

で

349円

後6

時から

後9

時まで

349円

見直し案

349円 349円

区分

524円

利用時問

3月1日から 10月

31日まで

使用料

11月1日から翌年

月末日まで

から

前8

まで

^

8目U

時から

^

則

備考省略

10時

から正

まで

午か

ら午後

時ま-10

時まで

356円

後2

時から

後

時まで

356円

後

時から

後6

時までで

356円

後6

時から

後9

時まで

舗6円 356円 356円 聡4円

6前6前

8前太



②附属設備

区分

利用時間

夜間照

明設備

月1日から 10月31日

まで

使用料

後6時から午後9時まで

11月1日から翌年2月末

日まで

備考省略

後 7時から午後 9時ま

で

②附属設備

2 8能円

1 892円

区分

利用時間

夜間

照明

設備

月1日から 10月31日

まで

使用料

後6時から午後9時まで

1月1日から翌年2月

日まで

備考省略

後7時から午後9時ま

で

.

2 891円

1 927円

お



2 高島ふれあい多目的運動公園庭球場及び琴海中部運動公園庭球場の使用料

区分

利用時間

使用料

1 コートにつき)

一般

^

ヨ1」 8

時から

前 10

時まで

-10

月1日から 9月

0日まで

時から

午ま

午か

ら午後

時ま

小学校の児

里、中学校の

生徒又は高等

学校の生徒

0月1日から翌

年2月末日まで

後2

時から

後4

時までで

後2

.から

後5

時まで

円

で

月1日から 9月

0日まで

411

後

時から

後6

時まで

円

411

円

後6

備考省略

10月1日から

2月末日まで

2

411円

411

高島ふれあい多目的運動公園庭球場及ぴ琴海中部運動公園庭球場の使用料

から

205

後7

まで

411円

205

617円

区分

205

205円

利用時間

使用料

1 コートにつき)

205円

一般

^

則8

205円

時から

前 10

時まで

-10

月1日から 9月

0日まで

308円

102円

時から

午ま

午か

ら午後

時ま

小学校の児

里、中学校の

生徒又は高等

学校の生徒

10月1日から翌

2月末日まで

後2

時か・ら

後

時までで

後2

時から

後5

.まで

円

で

月1日から 9月

0日まで

419

後4

時から

後6

時まで

円

後6

時から

後7

時まで

419

円

備考省略

10月1日から翌

2月末日まで

419円

419

209

419円

209

628円

209

209円

209円 209円

314円

104円

令



別表第3 (第9条関係)

(平26 条例 38・追加、平30.条伊Π7'一部改正)

1 野母崎総合運動公園運動場の利用に係る基準額

①運動場

額(半面に

つき)

利用時

問

区分

前6

時から

前8

時まで

3月1日から 10月31日まで

前8

時から

前 10

時まで

11月1日から翌年2月末日まで

前 10

から

午ま

でまで

備考省略

午か

ら午後

時ま

でまで

ノ

別表第3 (第9条関係)

(平26 条仰138・追加、平30条伊117・一部改正)

1 野母崎総合運動公園運動場の利用に係る基準額

①運動場

後2

349円

から

後4

349円

後4

時まで

から

後6

349円

後6

時まで

から

349円

後9

まで

349円 349円

額(半面に

つき)

利用'時

間

524円

区分

^

"」」 6

月1日から 10月31日まで

時から

Ⅱ月1日から翌年2月末日まで

時から

前W

時まで

^

備考省略

則8

"、10

時まで

から

午ま

でまで

午か

ら午後

時ま

でまで

゛

P

後2

時から

後4

時まで

356円

後4

356円

から

後6

から

後9

まで

356円

後6

まで

356円 356円 356円 534円

ノ

8前

命



②附属設備

..額(半面につ

き)

利用時

間

区分

夜問照

明設備

後 6時から午後 9時ま

で

月1 白から 10月31日

まで

打月1日から翌年2月

末日まで

後 7時から午後 9時ま

で

②附属設備

2 838円

,額(半面につ

き)

1 892円

利用時

間

区分

夜間照

明設備

後6時から午後9時ま

で

月1日から 10月31日

まで

11月1日から翌年2月

日まで

後7時から午後9時ま

で

2,891円

1,927円

0
の



2 野母崎総合運動公園庭球場の利用に係る基準額

(1)テニスコート

額(半面に

つき)

区分

利用時間

一般

前8

時から

小学校の児童、中学校の生徒又は

高等学校の生徒

前.10

時から

午ま
^

則 10

午か

ら午後2

時まで

備考省略

時まで

後2

時から

後4

時までで

円

後4

時から

後6

時まで

411

2 野母崎総合運動公園庭球場の利用に係る基準額

(1)テニスコート

円

後6

時から

後9

時まで

205

411

円

205

411

円

205

411

円

額(半画に

つき)

205

4Π

区分

円

利用時間

205

一般

617

前8

時から

308 小学枝の児童、中学校の生徒又は

高等学校の生徒

ー、10

時から

午ま-10

午か

ら午後2

時まで

時まで

備考省略

後2

時から

後4

時まで

,

で

円

後

時から

後6

時まで

419

円

後6

時から

後9

時まで

209

419

円

209

419

円

209

419

円

2四

419

円

209

628

31之



(2)附属設備

'額(半面に

つき)

利用時

間

区分

夜間照

明設備

後6時から午後9時ま

で

月1日から 10月31

日まで

11月1日から翌年2月

日まで

備考省略

後7時から午後9時まで

②附属設備

1,234円

.額(半面に

つき)

利用時

間

822円

区分

夜問照

明設備

後6時から午後9時ま

で

月1日から 10月31

日まで

11月1日から翌年2月

日まで

備考省略

後7時から午後9時まで

/

1,257円

838円

,

命


